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○
子
ど
も
手
当
は
ど
ん
な
制
度
？

　

平
成
二
十
二
年
四
月
よ
り「
児
童
手
当
」

か
ら
変
わ
っ
た
の
が
子
ど
も
手
当
で
す
。

　

子
ど
も
手
当
は
、
次
世
代
の
社
会
を
担

う
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
の
健
や
か
な
育
ち

を
社
会
全
体
で
応
援
す
る
た
め
の
制
度
で

す
。子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
た
人
は
、

手
当
を
「
子
ど
も
を
大
切
に
育
て
る
」
た

め
に
使
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

○
支
給
金
額
は
？

　

平
成
二
十
二
年
度
分
の
子
ど
も
手
当

の
額
は
、
子
ど
も
一
人
あ
た
り
月
額

一
三
、〇
〇
〇
円

○
子
ど
も
手
当
を
受
給
で
き
る
方

　

中
学
生
ま
で
の
子
ど
も
を
育
て
て
い
る

保
護
者
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

※�

子
ど
も
手
当
に
お
け
る
「
子
ど
も
」
と

は
、
十
五
歳
に
な
っ
た
日
以
降
最
初
の

三
月
三
十
一
日
を
迎
え
る
ま
で
の
子
ど

も
の
こ
と
を
示
し
ま
す
。

○
支
払
時
期

　

手
当
は
原
則
と
し
て
、
毎
年
度
六
月
、

十
月
、
二
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま

で
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

子
ど
も
手
当
・
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
で
す

○
所
得
制
限

　

所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
請
求
の
方
法

　

出
生
、
転
入
等
に
よ
り
子
ど
も
手
当
の

支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
子

ど
も
手
当
認
定
請
求
書
を
役
場
（
公
務
員

の
場
合
は
勤
務
先
）
に
提
出
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
子
ど
も
手
当
の
支
給
は
認
定
請

求
の
翌
月
分
か
ら
と
な
り
ま
す
の
で
早
め

に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

請
求
書
は
町
民
課
、
役
場
支
所
窓
口
、

福
祉
保
健
課
に
あ
り
ま
す
の
で
、
必
要

事
項
を
記
入
、
押
印
の
う
え
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

○
認
定
請
求
に
必
要
な
添
付
書
類

・�

年
金
加
入
証
明
書
…
請
求
者
が
国
民
年

金
以
外
の
厚
生
年
金
等
に
加
入
し
て
い

る
場
合
（
健
康
保
険
証
の
写
し
で
も
可
）

�

※�

こ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
提
出
す
る
書

類
が
あ
り
ま
す
。（
養
育
す
る
児
童
と

別
居
し
て
い
る
場
合
な
ど
）

○
い
ろ
い
ろ
な
届
出

・
全
て
の
受
給
者

現�

況
届
～
受
給
者
の
方
は
、
毎
年
六
月
中

に
子
ど
も
の
養
育
な
ど
を
確
認
す
る
た

め
、
現
況
届
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
現
況
届
を
提
出
し
な
い
と
、
受

給
資
格
が
あ
っ
て
も
六
月
以
降
の
手
当

を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・�

他
の
市︵
区
︶町
村
に
住
所
が
変
わ
っ
た

と
き

浜�

中
町
へ
受
給
事
由
消
滅
届
～
新
し
い
市

（
区
）
町
村
へ
認
定
請
求
書
。（
手
続
き

が
遅
れ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。）

・
手
当
の
額
が
増
え
る
と
き

額�

改
定
請
求
書
～
子
ど
も
手
当
受
給
中
に

出
生
等
に
よ
り
増
額
に
な
る
場
合
の
み
。

・
そ
の
他
の
届

�　

町
内
で
住
所
が
変
更
に
な
っ
た
方
や
、

受
給
者
・
養
育
し
て
い
る
子
ど
も
の
名
前

が
変
更
に
な
っ
た
場
合
な
ど
に
は
、
各
種

届
を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
児
童
扶
養
手
当
は
ど
ん
な
制
度
？

　

両
親
の
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
父
親
と
生

計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
を
養
育
し

て
い
る
母
子
家
庭
等
の
生
活
の
安
定
と
自

立
を
助
け
、
児
童
の
福
祉
の
増
進
を
図
る

た
め
の
制
度
で
す
。

○
支
給
金
額
は
？

　

手
当
の
額
は
所
得
制
限
に
よ
っ
て
変
わ

り
ま
す
。

○
も
ら
え
る
の
は
ど
ん
な
人
？

　

次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
該
当
す
る
児

童
（
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の

三
月
三
十
一
日
ま
で
。
障
害
の
あ
る
場
合

二
十
歳
未
満
。）
を
養
育
し
て
い
る
母
親

・
全
部
支
給
の
時

対
象
児
童
数

支
給
金
額

一
人

四
一
、七
二
〇
円

二
人

右
記
の
額
に

五
、〇
〇
〇
円
加
算

三
人
以
上

以
降
一
人
に
つ
き

三
、〇
〇
〇
円
加
算

・
一
時
支
給
の
時

　

所
得
に
応
じ
て
四
一
、七
一
〇
円
か
ら

九
、八
五
〇
円
ま
で
の
一
〇
円
刻
み
の
額
が

支
給
に
な
り
ま
す
。

・
手
当
の
支
払
い

　

北
海
道
知
事
の
認
定
を
受
け
る
と
、
認
定

請
求
し
た
月
の
翌
月
分
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

支
給
月
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

四
月
十
一
日

十
二
月
～
三
月
分

八
月
十
一
日

四
月
～
七
月
分

十
二
月
十
一
日

八
月
～
十
一
月
分

　

※�

十
一
月
が
土
日
祝
日
の
場
合
は
そ
の
前
日
。

子
ど
も
手
当
に
つ
い
て

児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て
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○
も
ら
え
る
の
は
ど
ん
な
人
？

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
障
害
の
程
度

に
よ
り
一
級
と
二
級
に
分
か
れ
ま
す
。

・
特
別
児
童
扶
養
手
当
一
級

　

▽�

身
体
の
障
害
程
度
が
身
体
障
害
者
手

帳
で
概
ね
一
級
又
は
二
級
程
度
の
方

（
内
科
的
疾
患
を
含
む
）

　

▽�
療
育
手
帳
の
判
定
が
Ａ
程
度
の
障
害

の
方
（
重
複
障
害
を
含
む
）
ま
た
は

同
程
度
の
知
的
障
害
の
あ
る
方
。

・
特
別
児
童
扶
養
手
当
二
級

　

▽�

身
体
の
障
害
程
度
が
身
体
障
害
者
手

帳
で
概
ね
三
級
程
度
の
方
（
内
科
的

疾
患
を
含
む
）

　

▽�

療
育
手
帳
の
判
定
が
Ｂ
程
度
の
障
害

の
方
（
重
複
障
害
を
含
む
）
ま
た
は

同
程
度
の
知
的
障
害
の
あ
る
方
。

※�

条
件
に
よ
っ
て
は
、
手
当
が
受
け
ら
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

や
、
母
親
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。（
所
得

制
限
に
よ
っ
て
減
額
・
停
止
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。）

一�
、
父
母
が
離
婚
し
た
後
、
父
と
生
計
を

同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童

二
、
父
が
死
亡
し
た
児
童

三�

、
父
が
重
度
の
障
害
（
国
民
年
金
の
障

害
等
級
一
級
相
当
）
に
あ
る
児
童

四
、
父
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
児
童

五�

、
父
か
ら
一
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る

児
童

六�

、
父
が
一
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

七�

、
母
の
婚
姻
に
よ
ら
ず
生
ま
れ
た
児
童

八
、
父
母
と
も
不
明
で
あ
る
児
童

※�

条
件
に
よ
っ
て
は
、
手
当
が
受
け
ら
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
特
別
児
童
扶
養
手
当
は
ど
ん
な
制
度
？

　

身
体
や
精
神
に
障
害
の
あ
る
満
二
十
歳

未
満
の
児
童
に
つ
い
て
、
児
童
の
福
祉
増

進
を
図
る
た
め
の
制
度
で
す
。

○
支
給
金
額
は
？

級

児
童
一
人
の
月
額

特
別
児
童
扶
養

手
当
一
級

五
〇
、七
五
〇
円

特
別
児
童
扶
養

手
当
二
級

三
三
、八
〇
〇
円

　

�

※
所
得
の
制
限
に
よ
り
手
当
を
受
け
ら
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
手
当
の
支
払
い

　

�　

北
海
道
知
事
の
認
定
を
受
け
る
と
、
認

定
請
求
し
た
月
の
翌
月
分
よ
り
支
給
さ
れ

ま
す
。

　
　

支
給
月
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

四
月
十
一
日

十
二
月
～
三
月
分

八
月
十
一
日

四
月
～
七
月
分

十
二
月
十
一
日

八
月
～
十
一
月
分

　
　

※�

十
一
月
が
土
日
祝
日
の
場
合
は
そ
の

前
日
。

特
別
児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
浜
中
町
役
場
福
祉
保
健

課
福
祉
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
願
い
ま
す
。

　
　

☎
六
二-

二
三
〇
五
（
内
線
一
七
四
）

○�　

国
勢
調
査
は
、
我
が
国
に
住
ん
で
い

る
全
て
の
人
・
世
帯
を
対
象
に
す
る
国

の
最
も
基
本
的
な
統
計
調
査
で
、
国
内

の
人
口
や
世
帯
の
実
態
を
明
ら
か
に

し
、
各
種
施
策
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ

と
を
目
的
と
し
、
統
計
法
に
基
づ
き
五

年
ご
と
に
実
施
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

○�　

調
査
の
結
果
は
、
衆
議
院
小
選
挙
区

の
画
定
の
基
準
、
都
道
府
県
・
市
町
村

議
会
の
議
員
定
数
の
基
準
、
地
方
交
付

税
の
交
付
金
算
定
の
基
準
な
ど
法
定
人

口
と
し
て
利
用
さ
れ
る
ほ
か
、
福
祉
施

策
、
生
活
環
境
整
備
、
防
災
対
策
等
の

国
・
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
様
々
な

計
画
の
策
定
や
、
施
策
の
実
施
な
ど
行

政
施
策
の
基
礎
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ

ま
す
。

　

�　

ま
た
、
人
口
学
、
経
済
学
等
の
学
術

研
究
、
人
口
の
将
来
推
計
、
小
・
中
学

校
な
ど
の
教
育
用
資
料
、
民
間
企
業
で

の
需
要
予
測
や
店
舗
等
の
立
地
計
画
な

ど
広
範
囲
な
分
野
で
利
用
さ
れ
ま
す
。

国
勢
調
査
は
重
要
な
調
査
で
す

　

国
勢
調
査
は
五
年
に
一
度
、
日
本
国
内
に
住
む
全
て
の
人
・
世
帯
を
対
象
と

す
る
大
切
な
調
査
で
す
。

　

平
成
二
十
二
年
国
勢
調
査
は
、
我
国
が
始
め
て
直
面
す
る
人
口
減
少
社
会
に

お
い
て
、
国
と
地
域
の
今
後
の
方
向
性
を
正
し
く
導
く
羅
針
盤
の
役
目
を
果
た

し
ま
す
。

まちづくり課地域振興係
　　☎	 62－2237
　　FAX	 62－2229 皆様のご協力を

　　　お願いします。
お問い合せはこちらへ！

今
年
十
月
一
日
　
国
勢
調
査
を
実
施
し
ま
す

国
勢
調
査
は 

み
ん
な
で
描
く 

日
本
の
自
画
像


